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費用の計上時期っていったいいつですか？ 
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ピーさん：決算の時によく説明されるのですが、さっぱり分からないのが、お

金を支払ったのに、経費にならなかったり、まだ、支払っていない

のに、請求書がきているものを、経費にしたりしていますが、いっ

たいどうしてですか？ 

私   ：んー難しい質問ですね。 

     これは、支払った金額を次の３つの種類に分けて考えてみて下さい。 

     ①原価・・・売上原価その他これらに準ずる原価 

     ②費用・・・販売費・一般管理費 

     ③損失・・・損失の額 

     ①は、売上に直接的にかかる費用のことです。ピーさんのような商

品を売っている会社であれば、商品の仕入れに係る部分です。 

     この部分は、売上に対応する分だけを、その期の費用に計上します。 

ピーさん：ということは、お金払って買っていても、まだ、売っていない分は、

費用計上できないって事ですね。 

私   ：その通りです。 

 

私   ：次に②ですが、これは、費用の内、①以外のもので、一般的に販売

費・一般管理費といわれるものです。 

     これらの費用は、期間対応により費用計上いたします。 

具体的には、ピーさんのような３月決算の法人が、１月に１年分の保

険料（１２万円）を支払った様な場合には、１月から３月までの３ヶ

月分（３万円）のみをその期の費用に計上します。 

ピーさん：期間対応・・・ということは、消耗品を購入してその期のうちに消

耗している。けれどもまだ支払っていない様な場合は、その期間の

費用ということで、未払いだけど、費用計上するってことかぁ。 

 

私   ：そうですね。 

     ここで、注意しなければならないのは、期間対応するものについて

は、債務確定主義となっています。 

ピーさん：それは、どういうことですか？ 



 

私   ：①債務が成立していること②事実が発生していること③金額を合理

的に算定できること・・・この３要件を満たしているものだけが、

費用計上出来ます。 

      

ピーさん：当たり前の様な気がしますが・・・ 

私   ：例えば、こんな裁判例があります。 

     自動車販売会社が、キャンペーンを行ってその営業成績に基づくポ

イント達成上位の従業員が特別賞としてオーストラリア旅行に招待

されることとなった。その期の決算日３月３１日までに、原告の従

業員のうち少なくとも５０人について、本件旅行招待に必要なポイ

ントを達成したことが原告営業本部において判明した。 

 また、同日までに、本件旅行の費用が一人当たり２０４，０００

円であるとの見積もりが示された 

そこで、原告は、同日、１，０２０万円の旅行ギフト券を購入し、

即日、右代金を小切手で支払った。 

      

この場合、①１０２０万円の債務は、成立しており、③一人あたり２

０４，０００円×５０名と金額は合理的に算定出来る。けれども②実

際に旅行には行っていない。という理由で、１０２０万円が費用に計

上出来ないという結果になっています。 

 

ピーさん：ひえぇぇ・・・費用になるかと思って１０２０万円も支払ってダメ

なんていわれたら、暫く起きあがれないかもしれない・・・ 

      

私   ：ですので、販売費・一般管理費は、３要件が全部満たしているかど

うかをきちんと確認して下さい。 

     最後に③の損失ですが、貸倒損失や、固定資産を売却したときの損

失などが当てはまりますが、これらは、その発生した事業年度に費

用計上ということになっています。  

 

ピーさん：な・なんとなく。お金をはらったら、すべてが費用に計上できるな

んてことは、全然間違っているということが、分かりました。 

 

 

一言◇◇◇ 



私事ですが、11 月の始めにひいた風邪がいまだになおりません。咳がずーっと

止まらず苦しいです。もう咳をしたくないと思ってぐっとこらえると、その後、

２倍３倍になって出てきます。人間我慢をするとその反動がくるのだという事

を学びました。 

今年一年が終わろうとしています。今年我慢していたことがないか、振り返り、
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